
受
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1
令和
れいわ

２年
ねん

10月
がつ メール

その他
た

（知人
ちじん

）

聴覚
ちょうかく

障
しょう

がい

保健
ほけん

・

医療
いりょう

本人
ほんにん

とのコミュニケー

ションが取
と

れないこと

を理由
りゆう

にクリニックで

の受診
じゅしん

を断
ことわ

られた。

手話
しゅわ

通訳
つうやく

を派遣
は　けん

して

も受診
じゅしん

はできないと

いわれた。なぜ受診
じゅしん

ができないのか調査
ちょうさ

及
およ

び指導
しどう

を行
おこな

ってほ

しい。

当該
とうがい

クリニックに電話
でんわ

にて状況
じょうきょう

の聞
き

き取
と

り

を行
おこな

い、障
しょう

害
がい

者
しゃ

差別
さべつ

解消
かいしょう

法
ほう

の説明
せつめい

、対応
たいおう

指針
ししん

を確認
かくにん

するよう

伝
つた

えた。

区
く

の対応
たいおう

についてを

報告
ほうこく

し、相談者
そうだんしゃ

は納
なっ

得
とく

した。

当該
とうがい

クリニックでは障
しょう

がいの有無
うむ

に関
かか

わら

ず、診察
しんさつ

時間
じかん

が10分
ふん

を超
こ

える可能性
かのうせい

のあ

る患者
かんじゃ

の受診
じゅしん

は断
ことわ

っ

ており、その際
さい

は近
きん

隣
りん

の医療
いりょう

機関
きかん

の紹
しょ

介
うかい

を行
おこな

っているとのこ

とだった。

2
令和
れいわ

２年
ねん

10月
がつ メール

その他
た

（知人
ちじん

）

聴覚
ちょうかく

障
しょう

がい

保健
ほけん

・

医療
いりょう

本人
ほんにん

が一人
ひとり

で医院
いいん

を

受診
じゅしん

しようとしたとこ

ろ、手話
しゅわ

通訳
つうやく

者
しゃ

がい

ないことを理由
りゆう

に受
じゅ

診
しん

を拒否
きょひ

されたた

め、調査
ちょうさ

及
およ

び指導
しどう

を

してほしい。

当該
とうがい

医院
いいん

と相談者
そうだんしゃ

と

の話
はな

し合
あ

いにより、

UDトークを利用
りよう

する

ことで、受診
じゅしん

が可能
かのう

と

なった。

※UDトークとは、コ

ミュニケーション支援
しえん

を行
おこな

うアプリケーショ

ンで、スマートフォン

やタブレット等
とう

で認識
にんしき

した音声
おんせい

を画面
がめん

に文
も　

字化
じか

することができ

る。

3
令和
れいわ

２年
ねん

10月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん

発達
はったつ

障
しょう

がい・

精神
せいしん

障
しょう

がい

保健
ほけん

・

医療
いりょう

摂食
せっしょく

障
しょう

がいがあるこ

とを理由
りゆう

に病院
びょういん

での

診察
しんさつ

を断
ことわ

られた。

障
しょう

がいを理由
りゆう

に診察
しんさつ

を断
ことわ

ることは障
しょう

がい

者
しゃ

差別
さべつ

に当
あ

たるため

改善
かいぜん

してほしい。

区
く

から病院
びょういん

に相談
そうだん

内
ない

容
よう

を伝
つた

え、法
ほう

の趣旨
しゅし

等
とう

を伝
つた

えた。

病院
びょういん

としては、治療
ちりょう

前
まえ

に自宅
じたく

で嘔吐
おうと

が

あったと本人
ほんにん

から報
ほう

告
こく

を受
う

けたため、他
ほか

患者
かんじゃ

の感染症
かんせんしょう

対策
たいさく

の観点
かんてん

から治療
ちりょう

を

断
ことわ

ったとのこと。

本人
ほんにん

より病院
びょういん

変更
へんこう

の

意思
いし

表示
ひょうじ

があったた

め、今後
こんご

は他
ほか

病院
びょういん

に

て治療
ちりょう

を継続
けいぞく

するこ

ととなった。

障
しょう

害
がい

者
しゃ

差
さ

別
べつ

解
かい

消
しょう

法
ほう

に係
かか

る相
そう

談
だん

内
ない

容
よう

一
いち

覧
らん

（令
れい

和
わ

２年
ねん

度
ど

下半期
しもはんき

分
ぶん

10月
がつ

～３月
がつ

）

相談
そうだん

内容
ないよう

対
たい

応
おう

概
がい

要
よう

備
び

考
こう

し りょう
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4
令和
れいわ

２年
ねん

10月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん

その他
た

（高次
こうじ

脳
のう

機能
きのう

障
しょう

がい）

行政
ぎょうせい

サー

ビス

イベントへの申
もう

し込
こ

みの際
さい

、対応
たいおう

した職
しょく

員
いん

から、繰
く

り返
かえ

し同
おな

じ

ことを聞
き

かれたり、障
しょう

がいの配慮
はいりょ

について

の聞
き

き取
と

りがなく、電
でん

話
わ

の時間
じかん

も長引
ながび

いて

しまい、不快
ふかい

な思
おも

い

をした。職員
しょくいん

にはス

ムーズな対応
たいおう

を行
おこな

っ

てほしい。

担当
たんとう

職員
しょくいん

より相談者
そうだんしゃ

に、職員
しょくいん

の対応
たいおう

につ

いてお詫
わ

びをした。

受付
うけつけ

方法
ほうほう

について十
じゅ

分
うぶん

な引継
ひきつぎ

がされてい

なかったことから、今
こん

後
ご

は受付
うけつけ

方法
ほうほう

の改
かい

善
ぜん

及
およ

び障
しょう

がい理解
りかい

に

努
つと

めていくと伝
つた

えた。

5
令和
れいわ

２年
ねん

11月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 肢体

したい

不自由
ふじゆう

公共
こうきょう

交通
こうつう

乗
の

り物
もの

の乗車
じょうしゃ

体験
たいけん

を

希望
きぼう

したが、乗
の

り場
ば

のスタッフに、乗降時
じょうこうじ

に必要
ひつよう

なスロープの

用意
ようい

がされていない

ため、乗車
じょうしゃ

はできな

いと言
い

われた。

スロープを用意
ようい

する

等
とう

の配慮
はいりょ

をお願
ねが

いし

たい。

担当
たんとう

課
か

に相談
そうだん

内容
ないよう

を

伝
つた

え、体験
たいけん

乗車
じょうしゃ

実施
じっし

主体
しゅたい

の会社
かいしゃ

に、要望
ようぼう

があったことを伝
つた

え

た。

引
ひ

き続
つづ

き、相談
そうだん

があ

る場合
ばあい

は相談者
そうだんしゃ

と担
たん

当
とう

課
か

が直接
ちょくせつ

やり取
と

り

を行
おこな

うことで相談者
そうだんしゃ

の了承
りょうしょう

を得
え

た。

後日
ごじつ

、調査
ちょうさ

をしたとこ

ろ、スロープが故障
こしょう

し

ていたため、乗車
じょうしゃ

を

断
ことわ

ったとのことであっ

た。
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ば

面
めん

相
そう
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そうだん

内容
ないよう

対
たい

応
おう

概
がい

要
よう

備
び

考
こう

6
令和
れいわ

２年
ねん

11月
がつ

電話
でんわ

・

来庁
らいちょう

その他
た

（行政
ぎょうせい

）

肢体
したい

不自由
ふじゆう その他

た

車
くるま

いすのプール利用
りよう

者
しゃ

について、来場
らいじょう

し

たタクシー運転手
うんてんしゅ

が

本人
ほんにん

を更衣室
こういしつ

まで運
はこ

んでいる。本人
ほんにん

は体
たい

重
じゅう

が重
おも

く、転倒
てんとう

等
とう

の

リスクがあり、監視員
かんしいん

が終始
しゅうし

様子
ようす

を見
み

なけ

ればならないため、

介助者
かいじょしゃ

をつけるよう

依頼
いらい

しているが承諾
しょうだく

してもらえない。介助
かいじょ  

者
しゃ

なしの場合
ばあい

、利用
りよう

のお断
ことわ

りを検討
けんとう

して

いるが、この対応
たいおう

は

合理的
ごうりてき

配慮
はいりょ

に欠
か

ける

ものか。

プール側
がわ

より、繰
く

り返
かえ

し本人
ほんにん

に危険性
きけんせい

や運
うん

営
えい

の都合
つごう

を説明
せつめい

し、

介助者
かいじょしゃ

をつけるよう

依頼
いらい

しているため、

必要
ひつよう

な対話
たいわ

はされて

いるものと考
かんが

えられる

が、引
ひ

き続
つづ

き対応
たいおう

案
あん

を模索
もさく

するよう助言
じょげん

した。

7
令和
れいわ

２年
ねん

11月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん

不明
ふめい 飲食

いんしょく

店
てん

・

小売
こうり

店
てん

スーパーマーケットで

買
か

い物中
ものちゅう

、車
くるま

いすで

は届
とど

かない場所
ばしょ

の商
しょ

品
うひん

を取
と

ってほしいと

店員
てんいん

に頼
たの

んだところ、

強
つよ

い口調
くちょう

で断
ことわ

られ

た。以前
いぜん

は対応
たいおう

して

もらえたのに、今回
こんかい

何故
なぜ

このような対応
たいおう

に至
いた

ったかを知
し

りた

い。

本社
ほんしゃ

宛
あて

に相談
そうだん

内容
ないよう

を

伝
つた

えた。

店員
てんいん

への教育
きょういく

が不
ふじゅ

十分
うぶん

であったため、

今後
こんご

は改善
かいぜん

を行
おこな

って

いくとのこと。本社
ほんしゃ

か

らの回答
かいとう

を伝
つた

え相談
そうだん

者
しゃ

は納得
なっとく

した。
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8
令和
れいわ

２年
ねん

12月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん 聴覚

ちょうかく

障
しょう

がい

飲食
いんしょく

店
てん

・

小売
こうり

店
てん

レジでの店員
てんいん

の対応
たいおう

に不満
ふまん

があり、お客
きゃ

様
くさま

相談室
そうだんしつ

に連絡
れんらく

を入
い

れたところ、「聴覚
ちょうかく

障
しょう

がいがあることを伝
つた

えていないのなら仕
しか

方
た

がない」と言
い

われ

た。

お客様
きゃくさま

相談室
そうだんしつ

の対応
たいおう

を改善
かいぜん

してほしい。

お客様
きゃくさま

相談室
そうだんしつ

に相談
そうだん

内容
ないよう

を伝
つた

え、状況
じょうきょう

を

確認
かくにん

。不快
ふかい

な対応
たいおう

を

反省
はんせい

し、今後
こんご

は配慮
はいりょ

ある対応
たいおう

をしていき

たいとの回答
かいとう

があ

り、相談者
そうだんしゃ

に上記
じょうき

を

伝
つた

えた。

9
令和
れいわ

２年
ねん

12月
がつ 電話

でんわ

その他
た

（プー

ル事業
じぎょうしゃ

者）

肢体
したい

不自由
ふじゆう その他

た

車
くるま

いす利用者
りようしゃ

に対
たい

し、介助者
かいじょしゃ

の付
つ

き添
そ

いの同意
どうい

が得
え

られな

かった場合
ばあい

、安全面
あんぜんめん

の確保
かくほ

が困難
こんなん

である

ことを理由
りゆう

としてプー

ル利用
りよう

の辞退
じたい

を申
もう

し

入
い

れることは可能
かのう

か

規定
きてい

等
とう

を教
おし

えてほし

い。

プール利用
りよう

の規定
きてい

に

関
かん

しては、所管
しょかん

であ

る課
か

に相談
そうだん

いただき

たい旨
むね

を伝
つた

えた。

法
ほう

・条例
じょうれい

の趣旨
しゅし

等
とう

を

お伝
つた

えし、双方
そうほう

の建
けん

設的
せつてき

対話
たいわ

により、今
こん

後
ご

の対応
たいおう

を検討
けんとう

して

いくよう伝
つた

えた。

６の相談
そうだん

と同一
どういつ

の相
そう

談
だん

内容
ないよう

10
令和
れいわ

３年
ねん

１月
がつ 電話

でんわ

本人
ほんにん

不明
ふめい

その他
た

インターネットで、障
しょう

がい者
しゃ

に対
たい

する差別
さべつて

的
き

発言
はつげん

を繰
く

り返
かえ

す人
じん

物
ぶつ

がライブ配信
はいしん

を

行
おこな

っているため、アカ

ウントの停止
ていし

等
とう

を含
ふく

め指導
しどう

をしてほしい。

インターネット上
じょう

の誹
ひぼ

謗
う

中傷
ちゅうしょう

等
とう

の人権
じんけん

問
もん

題
だい

を扱
あつか

う窓口
まどぐち

を案内
あんない

した。

11
令和
れいわ

３年
ねん

３月
がつ メール 本人

ほんにん

不明
ふめい

その他
た

交番
こうばん

にて障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を見
み

せたら、「障
しょう

がい

者
しゃ

なら何
なに

をやっても

いいのか」と言
い

われ

た。

相談者
そうだんしゃ

に警視庁
けいしちょう

総合
そうごう

相談
そうだん

センター含
ふく

む、

複数
ふくすう

の相談
そうだん

窓口
まどぐち

を

メールで案内
あんない

した。

相談者
そうだんしゃ

が、どのよう

な用事
ようじ

で交番
こうばん

に行
い

き、なぜ障害者
しょうがいしゃ

手帳
てちょう

を提示
ていじ

するに至
いた

った

のか詳細
しょうさい

はわからな

かった。
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12
令和
れいわ

３年
ねん

３月
がつ 来庁

らいちょう その他
た

（親
おや

）

知的
ちてき

障
しょう

がい
その他

た

自宅
じたく

玄関
げんかん

と側面
そくめん

に

「深夜
しんや

から朝方
あさがた

にか

けて物音
ものおと

と奇声
きせい

がう

るさい、頭
あたま

がおかしい

のか」などと記載
きさい

され

た紙
かみ

が貼
は

られてい

た。

障
しょう

がい者
しゃ

が地域
ちいき

で暮
く

らしていくのに肩身
かたみ

が

狭
せま

く、このような人
ひと

が

いると怖
こわ

い。

貼
は

った者
もの

の特定
とくてい

がで

きなかったため、警
けい

察
さつ

へ連絡
れんらく

・相談
そうだん

する

よう助言
じょげん

した。

※雇用
こよう

分野
ぶんや

については、「障害者
しょうがいしゃ

雇
こ

用
よう

促
そく

進
しん

法
ほう

」に規
き

定
てい

されています。

※相談
そうだん

者
しゃ

から「障
しょう

がい者
しゃ

差別
さべつ

である」との申出
もうしで

があった内容
ないよう

を掲載
けいさい

しています。
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